児童発達支援・放課後等デイサービス
ここてらす
身体拘束等の適正化のための指針
1. 事業所における身体拘束等適正化に関する基本方針
当事業所では、利用者の尊厳保持と虐待防止のため、原則として身体拘束を行わない。身体拘束は利用者の行動の自由を制限するのみならず、心身に多大な影響を与えるものであることを職員全員が認識し、やむを得ず実施する場合を除き、一切の身体拘束を排除する。

2. 身体拘束等適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
身体拘束の適正化を推進するため「身体拘束等適正化検討委員会」を設置する。
· 構成員: 
総括責任者　管理者　児童発達支援管理責任者　虐待防止責任者　
現場職員代表　
· 開催頻度: [1年に1回以上（推奨は年2回以上）]
· 役割:
1. 身体拘束等の適正化に向けた指針の整備・見直し。
2. 身体拘束等の実施状況の把握と解除に向けた検討。
3. 職員研修の企画・実施。

3. 身体拘束等適正化のための職員研修に関する事項
全職員を対象として、身体拘束の原則禁止や適正な支援の在り方に関する研修を実施する。
· 実施頻度: 年2回以上（新規採用時は別途実施）。
· 内容: 身体拘束等の基本的事項、3要件の判断基準、代替手段の検討、記録の方法等。

4. 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の規定
やむを得ず身体拘束を実施した場合は、速やかに以下の体制で報告・共有を行う。
1. 現場職員から管理者への報告: 実施後ただちに報告する。
2. 保護者への報告: 実施の理由、時間、態様を速やかに説明し、同意を得る。
3. 行政への報告: 市（恵庭市）等の要請や基準に基づき、必要に応じて報告を行う。

5. 身体拘束等発生時の対応に関する指針
身体拘束が許容されるのは、以下の「緊急やむを得ない3要件」を全て満たし、かつ組織として決定した場合に限る。
· 切迫性: 本人または周囲の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
· 非代替性: 身体拘束以外に代替する支援方法がないこと。
· 一時性: 状態に応じて必要とされる最も短い時間であること。
※実施時は必ず「身体拘束等実施記録票」を作成し、[5年間]保存する。

6. 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
本指針は、利用者および保護者がいつでも閲覧できるよう、以下の方法で公開する。
1. [事業所内掲示板への掲示]
2. [事業所ホームページへの掲載]

